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カナ ダの北 西 海岸 先 住 民 に とって の

サ ケ の社 会 ・経 済 的 な意 義

現代のクワクワカワクゥ漁師の経済活動に関する事例から

立 川 陽 仁*

Socio-Economic Significance of Salmon among the Aboriginal People of 

   the Northwest Coast of Canada: A Case Study of Contemporary 

 Kwakwaka'wakw Economic Activities 

                      Akihito Tachikawa

「カナ ダの北 西海岸の先住民族 に とってサケは現在 で も不可欠 な資源 である」

とい う語 りは,当 の先住民 集 団だけで な く,先 住 民社会 を外側 か ら観 察す る

人 々ない し組織 カナ ダ政府,マ ス メデ ィア,人 類 学者 な ど か らも しば し

ば主張 されてい る。 この主張 には,先 住民 の 日常生 活に則 した社会 ・経済 的側

面 におけるサケの意義 を指摘す る もの もあれば,彼 らの宗教 ・象徴的側面 での

サケの位置づ けを説 明す る もの もある。

この うち社 会 ・経済的側面 にお けるサ ケの価値 に関する説明 には,統 計上 の

実証 的裏 づけが必然的 に求め られる ものである。 しか し皮肉 なことに,先 住民

にせ よ彼 らを外側か ら観察す る人々にせ よ,こ うした実証的検証 を放棄 し,そ

して先住民外部 は先住民 自身による語 りを単 に表層 的に捉 えて きたのである。

こ うした状 況 をふ まえ,本 稿で はまず,筆 者 が北 西海岸の先住民族,ク ワク

ワカワ クゥ社会 において実施 したフ ィール ドワー クをもとに,そ こで得 られた

経済活動 に関するデー タを提示 し,つ ぎにクワクワカ ワク ゥの社会 ・経済 的側

面 におけるサケの意義 を検討す る。 そ して最後 に,言 説 レベルでのサ ケの意義

に関する説明 とフィール ドワークで観察 される状況(お よび収集 され たデータ

の分析)と 対 比 させ る。 これ らの作業 か ら,両 者 にはずれがあ ること,語 りの

なかでサケは生業(漁 携)の 領域で強調 されているが,フ ィール ドワークの観

察 か らはむ しろ北西海岸先 住民が100年 以上 にわた って関わ って きた そ し
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て語 りで は軽視 されて きた サケ の商業 捕獲(漁 業)の 領域 においてサ ケの

重要性が指摘 で きるこ とが理解 されるはず である。

   There is a narrative that salmon is a necessary resource for the aborigi-

nal peoples of the Northwest Coast of Canada. This narrative has often been 

stressed, not only among the aboriginal societies themselves but also by those 

who observe them from outside, such as the Canadian government, the mass 

media and anthropologists. Generally, this narrative includes explanations of 

the significance of salmon in relation to two dimensions: the socio-economic 

dimension, which involves their routines and daily lives, and the religious-
symbolic dimension. 

   Although explanations concerning the former dimension necessarily 

require statistical empirical evidence, both the aboriginal peoples themselves 

and outsiders abstain from using such procedures, and the latter seem to rec-

ognize  only the surface of the narrative of the aboriginal peoples. 

   Under these conditions, this article aims first to shed light on the data 

collected during the author's fieldwork among the Kwakwaka'wakw, one of 

the aboriginal peoples of the Northwest Coast, then to examine the signifi-

cance of salmon in the socio-economic dimension from the field data, and to 
compare the result to the narratives on the significance of salmon. Readers 

will see from this that there is an explanatory gap between the narratives and 

the field-data analysis, that the former emphasizes the significance of salmon 

in the domain of subsistence (food fishery), while the latter points out the sig-

nificance in the domain of commercial fishery, in which aboriginal people of 

the area have been engaged for over 100 years (and which has been some-

what ignored in the narratives).
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サ ケ漁 業 か ら

5.3.1経 済 的意 義

5.3.2社 会 的意 義

6終 わ りに

1は じめ に

本稿の目的は,カ ナダの太平洋沿岸部(以 下,北 西海岸)を 生活圏 とする先住民,

クワクワカワクゥ(Kwakwaka'wakw,か つてのKwakiutl)に とっての現代における

サケの社会 ・経済的な意義を論 じることである。 この目的に対 し,本 稿では次の3つ

の具体的な作業をおこなう。第一の作業は,ク ワクワカワクゥ漁師の現代における経

済活動のデータをできるだけ詳細に提示することである。つ ぎに,こ うして提示 され

た経済活動のデータを元に,こ れまでの数多 くの言説における 「クワクワカワクゥに

とってのサケの意義」に関する説明を再検討する。 この作業から,サ ケの意義をめぐ

る言説上の説明と実証的分析成果には,ず れがあることが理解 されるだろう。そして

第三の作業は,言 説においては強調 されることがなかったが実証的な議論から 「新た

に」浮かび上がってくるサケの意義を指摘することである。
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マスメディア,カ ナダ政府,環 境団体,人 類学など,先 住民社会を外側から観察す

る人々(な いし組織)の あいだでは,ク ワクワカワクゥをはじめとする北西海岸先住

民にとってのサケ,お よびその捕獲活動 としてのサケ漁の現代における重要性が しば

しば強調 されてきた。たとえばアンダーソンや岩崎などの人類学者は,こ れらの先住

民 を 「サケの民」 と呼び,サ ケとサケ漁が今でも先住民の生 き様(あ るいは生 きる

術)だ と説明する(Anderson1986;岩 崎2002)。 また,1990年 以降カナダ政府は先住

民の食糧獲得 とその他の社会的目的のためのサケ漁携を保護する諸法を整備 している

が(Canada2000:14-15,23-24),こ の姿勢 も先住民の食生活におけるサケの重要性を

認める態度の表れだと理解できるだろう。人類学者やカナダ政府が認識するこうした

サケとサケ漁の重要性は,い わば先住民の日常生活に根 ざした社会 ・経済的側面にお

けるものとみなせるが,他 方で宗教 ・象徴的側面における重要性 も強調 されている。

たとえば人類学者モリスは,サ ケを 同化政策の結果 失われてしまった伝統の回

復に不可欠な文化的指標 と位置づけると同時に,サ ケ漁を土地 との関わりを実感でき

る行為 とみなしている(Morris1994:151)。

しかし実 をいえば,こ うした説明および態度には実証的立場からの数量的検証が欠

落 していることが多い。つまり政府にせ よ,み ずからのデータの多 くを参与観察に依

存するはずの人類学者 にせ よ,先 住民の居留地(reserve)に おいてサケの捕獲,消

費 分配の在 り方 を検証することによって,み ずからの説明を裏づけていることはほ

とんどなかったのである1)。先住民を外側から観察する人々の語る,先 住民社会での

サケおよびサケ漁の意義は,な るほど先住民自身による語 りの内容とほぼ一致する。

しかし考え方によっては,先 住民がみずからの理想像を語 りに反映させた結果,事 実

とは異なる主張をしている そ してそれを政府や人類学者はそれを鵜呑みにしてい

る 可能性 もある し,先 住民を外側か ら観察する人々も スチュアー ト(1996:

125)が イヌイ ト(Inuit)社 会における狩猟の意義を再検討する際自省的に述べたよ

うに 自社会の理想を先住民 という他者に投影 しようとしたにす ぎない可能性 もあ

るだろう。

こういった批判の可能性 を具体的に北西海岸先住民 とサケの関係に当てはめ,明 る

みに出したのが フライデーである。 フライデーはまず,北 西海岸先住民に対するサケ

の重要性が先住民内外から叫ばれているが,は たして本当にサケは現在でも先住民の

主要食糧なのか,ま た彼 らの観念世界において中心的な役割を果たす超 自然的存在な

のかと問う。そして先住民にとってのサケの位置づけが今まで過剰に評価 されてきた

可能性 を示唆 し,こ れまでのサケの意義に関する主張の真偽を再検討するべ きだと説
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く(Friday2000:viii)。 ただ し,フ ライデーは先住民による語 りと実態のずれについ

て若干言及 したにす ぎない。つ まり,実 証的見地にたった数量的検証は,い まだなさ

れていないのである。

以上のような研究の動向をふ まえると,冒 頭で提示 した3つ の作業の意義が明確に

理解 されるだろう。すなわち,昨 今のクワクワカワクゥの人類学史を考慮すれば,現

代 における彼 らの民族誌的資料 を提示することはそれ自体 に価値があると考 えられ

る。 さらに,サ ケの意義に関する言説上の説明に疑問が付 されるようになった現状に

おいて,言 説上の説明を民族誌的データから再検討することは不可欠であり,そ の上

で改めてサケの意義を議論 しなければならないからである。なお,本 稿では,議 論の

対象を日常生活に即 した社会 ・経済的側面に限定することにした。宗教 ・象徴的側面

におけるサケの意義については,別 の機会に論 じることにしたい。

本稿は以下の ように構成 されている。まず,次 節にてクワクワカワクゥという民

族,同 社会における漁師の位置づけ,国 家の漁業および漁携2)政 策について概観 し,

ついで3節 から4節 にかけて,現 代(お もに1990年 以後)の クワクワカワクゥの経

済活動を,お もに筆者のフィール ドデータから記述 していく。

次節の論述から理解 される点の1つ は,現 代のクワクワカワクゥ漁師の1年 が,ニ

シンとサケを対象 とした漁業シーズンを軸 として営まれ,そ のオフシーズンに漁携や

その他の賃金労働がおこなわれることである。そこで3節 では,ま ず彼 らの生活の軸

となる漁業操業について論 じていく。 ここに提示 される彼 らの操業上の戦略や漁業収

入に関するデータは,い かに先住民漁師が漁携 との技術的な断絶や先住民の漁業参入

に対する歴史的な圧力を乗 り越えようとしてきたかを知る上で,有 益な示唆になるは

ずである。

漁業以外の経済活動は,生 業(漁 掛)と 漁業以外の賃金労働に大別できるが,4節

ではこれら2つ の活動 について論 じてい く。生業に関しては,漁 掛活動の消費 ・分

配 ・捕獲 という3つ の過程 ごとに記述する(現 在クワクワカワクゥは漁携以外の生業

活動にほとんど従事 しない)。他方で,漁 業以外の賃金労働に関 しては,1990年 代以

降クワクワカワクゥにとってオフシーズンの中心的な活動 となりつつある養殖場労働

に焦点をあてていく。

これらの経済活動に関する記述をふまえ,5節 ではクワクワカワクゥ社会における

サケとサケ漁の社会 ・経済的意義を考察 し,語 りにおける同様の意義 と対比 させる。

はじめに,語 りにおいて,現 代のクワクワカワクゥの社会 ・経済的側面におけるサケ

の意義がいかに説明されるのかという点を整理する。 この作業から浮 き彫 りになるこ
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との1つ は,語 りに お い

て は,サ ケ お よび サ ケ漁

の意 義 が お もに漁 業 で は

な く生 業(漁 携)の 領 域

に こそ あ る の だ とい う論

調 が 強 く確 認 され る こ と

で あ る(詳 し く は5.1)。

そ こで,続 く5節 の諸 項

(5.2,5.3)で は,漁 携 に

重 き を 置 く こ の 言 説 を,

4節 まで 論 じて きた 参 与

観 察 に も とつ くデ ー タ と

対 照 させ て い く。 これ ら

の作 業 に よっ て,フ ラ イ

デ ー が示 唆 す る に と どめ

た サ ケ の意 義 をめ ぐる両

者 の あ い だ のず れ は,あ る程 度実 証 的 に例 証 で きる もの と思 わ れ る。

な お,本 稿 で利 用 され る フ ィー ル ドデ ー タは,お もに筆 者 自身が 収 集 した もの で あ

る 。筆 者 は,1999年4月 か ら6月 まで の3か 月 間,2000年1月 か ら2001年1月 ま で

の12か 月 間,2003年 の10月 か ら2か 月 間 の 計17か 月 間 フ ィ ー ル ドワ ー ク を お こ

な っ て い る 。2000年 の フ ィー ル ドワ ー ク 以 降,筆 者 は キ ャ ンベ ル ・リバ ー(Campbell

River,地 図1)に 住 む あ る ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師(以 下,A)の 家 に下 宿 し,彼 らの

漁 業,漁 携 お よび オ フシ ーズ ン時 の養 殖 場 で の労 働 を参 与 観 察 した。 したが っ て本 稿

の デ ー タは,お もにAお よび彼 と と もに働 く漁 師 た ち の活 動 に 関す る もの で あ る3)。

2漁 民 コ ミ ュ ニ テ ィ と し て の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ 社 会 と そ れ を 取

り 巻 く 環 境

2.1ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ と い う民 族

ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ は,カ ナ ダ の ブ リテ ィ ッ シ ュ ・コ ロ ン ビア 州(以 下,B.C.州),

バ ンク ーバ ー 島 の北 東 部 な らび に ジ ョ ンス トン海 峡 を 隔 て た大 陸側 を生 活 圏 と して き

312

地 図1ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ居住 テ リ トリー



立川 カナダの北西海岸先住民にとってのサケの社会 ・経済的な意義

た先 住 民 族 集 団 で あ る(地 図1)。 ヨー ロ ッパ 人 との接 触 に 関 す る最 初 の 文 字 史 料 が

あ る18世 紀 後 半 の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ の 人 口 は,約19,000人 と推 測 さ れ る(Boyd

1990:136-144)。 天 然 痘 な どの 疫 病 の 蔓 延 に よ り,人 口 は1835年 頃 に は 約8,500人,

20世 紀 初 頭 に は1,000人 強 に ま で 落 ち込 ん だ が(Galoisl994:40-41),以 後 は 増 加 に

転 じ,現 在 で は約5,000人 に まで 回復 してい る(Canadal990:92)。

伝 統 的 に4),ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥは双 方 的 原 理 に基 づ い た ヌ マ イム(Numaym,ナ ミ

マNa〃aimaと も表 記)と い う親 族 集 団 を組 織 し,ま た 冬 に な る と複 数 の ヌマ イ ムが 集

住 して 「トラ イブ 」 と呼 ばれ る地 縁 集 団 を形 成 した(立 川1999:4)。 これ らの集 団 は

と も に,ポ トラ ッチ な どの 饗 宴 を と りお こ な うユ ニ ッ トと して だ け で な く,生 業 ユ

ニ ッ トと して も機 能 して い た(立 川1999;2002a:88-89)。 ボ アズ に よれ ば,1880年 代

の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ に は28の 「トラ イ ブ」 が あ り,各 「トラ イ ブ 」 に は4か ら6の

ヌ マ イ ム が存 在 した(Boasl966:38-41)。 他 方 で,ク ワ ク ワカ ワ ク ゥに は社 会 を水 平

に分 断す る ラ ンク シ ス テ ム も存 在 して お り,ヌ マ イ ム の成 員 は そ れ ぞ れが 持 つ 固有 の

名 称 ・特 権 を備 え た 「ラ ンク 」 ご と に,首 長 を頂 点 に1人1人 序 列 化 さ れ た 。 さ ら

に,こ の シス テ ム は ヌ マ イム を横 断 し,「 トラ イ ブ 」 内 の 各 ヌ マ イ ム,ま た ク ワ ク ワ

カ ワ ク ゥ内 の各 「トラ イブ」 を も序 列 化 した(Drucker1939;DonaldandMitchell1975;

立 川1999:4-6,16)。

現 在 の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥは,カ ナ ダの先 住 民 行 政 に お い て14ま た は17の ネ ー シ ョ

ン(あ る い は バ ン ド)と 呼 ば れ る政 治 的 ユ ニ ッ トに分 割 され て い る5)(Canada1990:

87-92;Muckle1998:119)。 各 ネ ー シ ョンに は,過 去 に居 住 して い た,あ るい は生 業 に

利 用 して い た とい う証 言 を も とに居 留 地 が 配 分 され て い る。 つ ま り,ネ ー シ ョ ン とは

必 ず し もカ ナ ダ政 府 が 近 代 的先 住 民 政 策 の た め に無 造 作 に境 界 画 定 した よ うなユ ニ ッ

トで は な く,か つ て の 「トラ イ ブ 」 を も と に構 成 さ れ て い る の で あ る(cf.Galois

1994)。 た だ し,こ れ らの 人 口が 必 ず し もみ ず か らの居 留 地 に住 ん で い る とい う わ け

で は な く,バ ン ク ーバ ー 島南 部 の ナ ナ イモ(Nanaimo)や ビ ク トリア とい っ た都 市 部

に 出 稼 ぎに 出 た ご く一 部 の 人 口 を の ぞ け ば,現 在 ほ ぼ す べ て の 人 口 は ポ ー ト ・ハ ー

デ ィ(PortHardy,フ ォ ー ト ・ルパ ー トFortRupertを 含 む),ア ラ ー ト ・ベ イ(Alert

Bay,ポ ー ト ・マ ク ニ ー ルPortMcNeillを 含 む),キ ャ ンベ ル ・リバ ー(ケ ー プ ・マ ッ

ジCapeMudgeを 含 む)と い う3つ の市 町村 に住 ん で い る(地 図1)。 つ ま り,こ れ ら

の市 町村 に は,そ こを みず か らの居 留 地 とす る 人 口 と,親 戚 ・姻 戚 関係 を通 じて そ こ

を 問借 り して い る 人 口が い る こ とに な る。

伝 統 的 に,水 産 資源 は ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの経 済 活 動 に お い て重 要 な役 割 を果 た して
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きた 。漁 携 は 狩猟 や採 集 よ り優 先 され た だ け で な く,そ の活 動 時 間 は生 業 に費 や され

る 時 間全 体 の過 半 数 を 占め た(MitchellandDonald1988:305-306;立 川2002a:84-86)。

な か で もサ ケ は,毎 年 夏 か ら秋 に か け て捕 獲 さ れ(AssuwithInglisl989:21,25-30),

1年 を通 して消 費 され た 。 そ の 意 味 で,伝 統 的 時 代 に 限 れ ば,サ ケ が 主 要 食 糧 で あ っ

た こ とは 明 白 で あ る(cf.渡 部1997:表1)。

ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥは 漁掛 を 中心 と し た生 業 活 動 に従 事 して きた一 方 で,1880年 代

か らは 同 時 に商 業 捕 獲 を 目的 とす るサ ケ漁 業 と缶 詰 業 に も携 わ る よ うに な っ た。 一 般

的 に,男 性 は漁 師 と してサ ケ を捕 獲 して工 場 に運 び,女 性 は運 ば れ たサ ケ を工 場 で缶

詰 に加 工 す る とい うふ うに,性 別 に基 づ く分 業 が お こな わ れ て い た。 漁 業 の捕 獲 対 象

とな っ た の は太 平 洋 の5種 の サ ケ類 ベ ニザ ケ(sockeye),シ ロザ ケ(chum),ギ ン

ザ ケ(coho),カ ラ フ トマ ス(pink),マ ス ノ ス ケ(spring)で あ り,当 初 これ らは

刺 し網 で捕 獲 さ れ た が(Knight1996:chap.9),1920年 代 か らは ま き網 で も捕 獲 さ れ

る よ うに な っ た(Assuwithlnglis1989:64)。1968年 に は じま る い わ ゆ る 「デ ー ビス ・

プ ラ ン」(DavisPlan,漁 業 に お け る 漁 船 の 大 型 化 と重 装 備 化,加 工 業 にお け る工 場 の

大 型 化 と集 約 化 を推 進 す る政 策)に よ り,バ ンク ーバ ー 島北 部 の小 規 模 な加 工 場 は 閉

鎖 に 追 い 込 ま れ,工 場 労 働 者 で あ る女 性 の 大 半 は職 を 失 っ た が(Newell1993:127,

133-134),漁 師 で あ る男 性 は,刺 し網 か ら ま き網 に乗 り換 え た り,あ る い は そ の ま き

網 漁 船 の ク ル ー に な っ た りす る こ とで,現 在 に い た る まで漁 業 との 関係 を維 持 して き

た 。

あ く ま で サ ケ を 商 業 捕 獲 の 第 一 の 対 象 と し な が ら も,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師 は

1920年 代 以 後,平 行 して春 の ニ シ ン漁 業 に も携 わ って きた。 これ に は,先 述 の 先 住

民 に対 す る ま き網 使 用 の許 可 が 大 き く影 響 して い る。 ま き網 とい う漁 法 は カ ナ ダ政 府

に よ っ てサ ケ とニ シ ン両 方 の 捕 獲iに許 可 さ れ て い た か らで あ る。 ニ シ ン漁 業 は1960

年 頃 に 一 度 閉鎖 さ れ た もの の,1970年 代 に は 日本 へ の 輸 出 用 に そ の 卵 巣(数 の子)

を捕 獲 対 象 に し た こ とで 再 び活 性 化 さ れ た(Canadal974:18)。 そ の ほ か の 商 業 捕 獲

の対 象 資 源 と して は,オ ヒ ョウ とハ マ グ リが1960年 代 にお け る ギ ル フ ォー ド島民 の

漁 業 操 業 の対 象 と して あ げ られ て い る(Rohner1967:48-54)。 しか し現 在 で は,ま き

網 漁 船 を所 有 す る多 くの クワ クワ カ ワ ク ゥ漁 師が 夏 のサ ケ漁 業 と春 の ニ シ ン漁 業 を経

済 活 動 の軸 に して お り,そ れ以 外 の 資源 を対 象 と した漁 業 に は ほ とん ど従 事 しな い。

2.2サ ケ 漁 業 と 漁 携 を め ぐ る 政 策

サ ケ 漁 業 が 導 入 され た19世 紀 後 半,北 西 海 岸 の どの 地 域 にお い て も先 住 民 は貴 重
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な 労 働 力 で あ っ た。20世 紀 に入 る と,フ レー ザ ー 川(Fraser,B.C.州 と ア メ リ カ,ワ

シ ン トン州 の 国境 を流 れ る河 川)や ス キ ー ナ 川(Skeena,B.C.州 北 部,プ リ ン ス ・ル

パ ー トの南 方 に流 れ る河 川)周 辺 で は ヨー ロ ッパ 系 カ ナ ダ 人 や 日本 人労 働 者 の増 加 に

伴 い,先 住 民 の 漁 師 お よ び工 場 労 働 者 は 次 第 に周 縁 に追 い や られ た(Newell1993:83

-85)。 しか しお も に ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥが 働 くこ と に な っ た ア ラ ー ト ・ベ イ や リバ ー

ズ ・イ ン レ ッ ト(RiversInlet,地 図2参 照)な どの 工 場 で は,日 本 人 の 流 入 が 最 小 限

に抑 え られ た こ と もあ り,20世 紀 に入 って か ら も先 住 民 の労 働 力 は珍 重 され た 。

一 般 に
,先 住 民 労 働 者 の雇 用 は缶 詰 工 場 側 が 任 命 した リク ル ー タ ー(彼 ら 自身先 住

民 で あ る)を 通 して な され た。 リク ル ー ター は各 居 留 地 に最 低1人 は い た よ うで あ り

(Knight1996:180),ま た 自 身 が リク ル ー ター で あ っ た ア ス ー の 述 べ る と こ ろ か ら察

す る と,自 身 と血 縁 あ るい は 地縁 を通 して 結 び つ く人 々 を ま とめ て 雇 用 す る 傾 向 に

あ っ た(Assuwithlnglisl989:62-63)。

1922年,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師 に も ま き網 が 許 可 さ れ る よ う に な っ た(Assuwith

Inglis1989:64)。 これ を機 に,そ れ まで(工 場 が 所 有 す る漁 船 の)雇 わ れ 船 長 で あ っ

た 人 々が 次 々 とみず か らの漁 船 を購 入 してい く(AssuwithInglis1989:chap.5;Spradley

1969:97-98,105,117-121)。 こ う して 自 身 の ま き網 漁 船 で操 業 す る よ うに な った ク ワ

ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師 た ち は,ク ル ー の雇 用 や操 業 す る 時空 間 の決 定 に 関 して よ り大 きな

裁 量 を得 る よ うに な っ た(立 川2002b:129)。

総 じて い え ば,20世 紀 を通 じて 先 住 民 に よ るサ ケ 漁 業 へ の参 入 は政 策 上 優 遇 さ れ

て きた とい え る だ ろ う。 さ らに フ レーザ ー や ス キ ー ナ川 周 辺 と比 べ る と,ジ ョ ンス ト

ン海 峡 は操 業 規 制 た と え ば漁 具,操 業 時 間 に関 して が 緩 く,ま た 日本 人 労 働 者

の流 入 も少 な か っ た こ と もあ っ て,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの漁 業 へ の参 入 は他 の地 域 よ り

い っ そ う順 調 に進 ん だ。 しか し,サ ケ資 源 の減 少 と漁 業 の不 振 に対 処 す る 目的 で政 府

が 発 表 した1968年 の デ ー ビ ス ・プ ラ ンは,問 接 的 に先 住 民 の 漁 師 と工 場 労 働 者 た ち

を圧 迫 しは じめ た。 デ ー ビス ・プ ラ ンが 女 性 の工 場 労 働 者 を失 職 に追 い込 み,男 性 の

漁 師 た ち に膨 大 な経 済 的負 担 を迫 っ た の はす で に述 べ た通 りで あ るが,ロ ー ナ ー の民

族 誌(Rohner1967)に 窺 え る1960年 代 の 漁 師 の 生 活 や,1990年 頃 の い ま だ高 い漁 師

就 業 率(次 項 参 照)か ら察 す る に,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの漁 師 た ち は この危 機 を な ん と

か乗 り越 え た と解 釈 して い い だ ろ う。

少 な く と も政 策 の 上 で 先 住 民 の サ ケ 漁 業 へ の 参 入 が 比 較 的 優 遇 され て い た の に対

し,先 住 民 の サ ケ漁 携 は つ ね に大 きな 制 約 を受 け て きた 。 まず,19世 紀 後 半 か ら20

世 紀 に か け て政 府 が 居 留 地 を確 定 す る過 程 に お い て,伝 統 的 な漁 場 の多 くは居 留 地 か

315



国立民族学博物館研究報告29巻1号

ら除外 され た(Newell1993:58,88)。 政 府 は さ ら に,河 川 で の漁 掛 を全 面 的 に禁 止 す

る か,そ うで な け れ ば漁 具 を制 限す る よ うに な り,漁 携 の 目的 も食糧 獲 得 に 限定 した

(Newell1993:62)。 フ レー ザ ー や ス キー ナ 川 の よ う に,20世 紀 半 ば以 後 サ ケ資 源 の減

少 が深 刻 化 した地 域 で は,ス トック の保 全(か つサ ケ漁 業 の優 先)の た め,そ の地 域

に 住 む 先 住 民 の 漁 携 が 完 全 に 禁 止 さ れ た こ と もあ っ た(Newelll993:88-97,145-

147)。 しか しク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの住 むバ ンク ーバ ー 島北 部 に お い て は,漁 掛 を お こな

うに あ た り,こ れ ら一 連 の漁 携 政 策 が フ レーザ ー や ス キ ー ナ川 周 辺 ほ ど障害 に は な ら

な か っ た 。 た しか に,ニ ム キ ッシ ュ川(Nimpkish,お もに ア ラ ー ト ・ベ イ の 人 々が 依

存 して い た ベ ニ ザ ケ の遡 上 す る バ ン クー バ ー 島北 東 部 の河 川)に お け るベ ニザ ケ は激

減 し,ま た河 川 の 中流 も し くは上 流 で の堰 や簗 を使 っ た伝 統 的 な漁 法 を放 棄 しな け れ

ば な らな か っ たが,そ れ で も入 々 は河 口 や 海浜 で フ レーザ ー川 に遡 上 す るベ ニザ ケ を

とる こ とが で きた か らで あ る(さ らに そ の 他 の 種 の サ ケ は豊 富 で あ っ た)。 ま た,政

府 の 反漁 携 政 策 の大 きな標 的 に な っ た の は フ レーザ ー や ス キ ー ナ川 な どの比 較 的大 き

な河 川 に お け る漁 携 で あ っ て,バ ンク ー バ ー 島 の よ うに大 きな河 川 が な い地 域 に お け

る漁 携 は比 較 的世 論 の非 難 か ら逃 れ る こ とが で きた。

先 住 民 の 漁携 に対 す る抑 圧 的 な政 策 に転 機 が 訪 れ た の は,1990年 に結 審 した スパ

ロ ー(Sparrow)判 決 以 後 で あ っ た 。 この 判 決 で は,先 住 民 の 漁 携 は資 源 保 護 に次 ぐ

優 先 順 位 を与 え られ る つ ま りサ ケ 漁 業 や ス ポ ー ツ ・フ ィ ッシ ン グ よ り優 遇 さ れ る

こ と が 明 言 さ れ た。 さ ら に そ の2年 後 に 先 住 民 漁 業 戦 略(AboriginalFisheries

Strategies)が 発 表 され た こ とに よ り,先 住 民 に よ る漁 掛 と漁 業 操 業 は政 策 に お い て推

進 され る こ とに な っ た。

2.3現 代 の 漁 業 漁 師 の 位 置 づ け

筆 者 の知 る 限 り,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ社 会 に お け るサ ケ漁 業 漁 師 の 人 口比 率 に 関す る

統 計 資料 は存 在 しな い。 しか し以 下 に示 す よ うに,人 口比 の推 移 に 関す る あ る程 度 の

推 察 は可 能 で あ る 。

前 項 で 述 べ た よ う に,1880年 代 か ら20世 紀 前 半 に か け て,リ ク ルー タ ー た ち は 自

身 と血 縁,地 縁 を通 して 結 び つ く人 口 を ま とめ て 雇 用 す る 傾 向 が あ っ た。 した が っ

て,当 時 は ほ ぼす べ て の就 労 可 能 な男 性 が 漁 師(そ して女 性 が 工 場 労 働 者)で あ っ た

と考 え られ る。 ま た,デ ー ビ ス ・プ ラ ンが 実 施 さ れ る よ う に な っ た1960年 代 に入 っ

て も,ギ ル フ ォー ド島(ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの テ リ トリー の一 部)の 成 人男 性 の4人 に

3人 が 漁 師 で あ っ た とい う ロ ー ナ ー の ア ン ケ ー ト調 査(Rohner1967:41)が 示 す よ う
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に,依 然 と して漁 師 人 口比 の高 か っ た こ とが 窺 え る。 さ らにAに よれ ば,1990年 代

初 頭 に お い て さえ,ゆ うに半 数 以 上 の就 労 可 能 な男 性 が 漁 業 お も にサ ケ 漁 業 に

携 わ る 「漁 業 漁 師 」(commercialfisherman)で あ っ た 。 つ ま り,漁 業 漁 師 の 人 口比 は

年 々減 少 して い る もの の,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ社 会 は近 年 に い た る まで文 字 通 りの漁 民

コ ミュ ニ テ ィだ っ た の で あ る。

しか し1990年 代 後 半 に入 る と,漁 業 漁 師 人 口 は 就 労 可 能 な男 性 の3割 弱 く らい6)

に ま で一 気 に減 少 す る こ とに な る。 この背 景 に は,第 一 にサ ケ の ス トックが 激 減 した

とい う事 実 が あ る7)。 と くに フ レ ー ザ ー 川 に遡 上 す る ベ ニ ザ ケ の1990年 代 後 半 に お

け る著 しい減 少 は,サ ケ漁 業 お よび この 産業 と関 わ りを持 つ 漁 業 漁 師 た ち の双 方 に打

撃 を与 え て い る。 サ ケ 漁 業 が 発 足 して 州 の 一 大 産 業 に成 長 して以 来,5種 の サ ケ の な

か で もベ ニ ザ ケ の市 場 価 値 は一 貫 して 高 い もの で あ っ た(Knight1996:180)。 なか で

も 「フ レー ザ ー ・ソ ック ア イ 」(フ レー ザ ー 川 の ベ ニ ザ ケ)は,現 在 の 国 際 的 なサ ケ

市 場 に お い て最 高 級 ブ ラ ン ドだ と認 識 され る ほ どで あ る。 フ レーザ ー川 のベ ニザ ケ の

減 少 は,そ れ 故 にサ ケ 漁 業 とい う産 業 の存 続 に多 大 な影 響 を与 え る事 件 な の で あ る。

他 方 で漁 業 操 業 を フ レーザ ー川 のベ ニザ ケ に依 存 して い た大 半 の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁

業 漁 師 に とっ て も,こ の事 件 は漁 獲 ひ い て は収 入 の減 少 を もた ら した。 漁 業 の操 業 を

お こな うに は,ラ イ セ ンス の取 得,漁 具 ・漁 船 の維 持 な どに多 額 の 費用 が か か る。 そ

の た め,ベ ニザ ケ の減 少 に よ りそ れ らの経 費 を負 担 す る のが 困難 に な っ た経 済 力 に乏

しい漁 師 た ち は廃 業 せ ざる を得 な くな り,Aの よ うに フ1/一 ザ ー川 のベ ニザ ケ を捕 獲

で きる南 部8)だ け で な く,ナ ス 川(注7参 照)や ス キ ー ナ川 の ベ ニザ ケ を捕 獲 で きる

北 部 の ラ イセ ンス も所 持 で きる ほ ど経 済 的 に恵 まれ た漁 師 だ けが 生 き残 る こ とが で き

た。

漁 師人 口 の減 少 を導 くも う1つ の要 因 は,1996年 か ら実 施 され て い るカ ナ ダ漁 業 海

洋 省 に よ る 「サ ケ ・ラ イ セ ン ス の 自発 的 放 棄 プ ロ グ ラ ム 」(VbluntarySalmonLicense

RetirementProgram)で あ る。 こ の プ ロ グ ラム の 意 図 は,漁 船 ご と に発 行 さ れ るサ ケ

漁 業 ラ イ セ ンス を払 い戻 して操 業 者 を減 ら し,そ れ に よっ て ス トック の減 少 を最 低 限

に と ど め,か つ 残 っ た操 業 者 た ち が よ り効 果 的 に 捕 獲 で き る環 境 を整 え る こ と に あ

る。 同 省 に よれ ば,こ の 政 策 が 実 施 され て か ら3年 で 約1,400隻 分 の ラ イセ ンスが 放

棄 され,操 業 者 数 は ほ ぼ 半 減 した(Canada2000:16)。 同省 か ら ライ セ ンス の 払 い 戻

しの打 診 を 受 け たAに よる と,彼 に提 示 され た ラ イセ ンス の 払 い戻 し額 は1隻(ま

き網 漁 船)に つ き約400,000ド ル で あ っ た。 後 述 す る が,こ れ は ま き網 漁 船 の 船 長 に

とっ て約8か ら9年 分 の収 入 額 に相 当す る。 そ れ故 当初 ま っ た くラ イ セ ンス を売 る
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気のなかったAも 一瞬売却を考えたという。結果的にAは ライセンスの放棄を拒ん

だが,そ の一方でライセンスを放棄 した船長 も相当数いたのである。

サケ漁業のライセンスを放棄 した船長のなかには,同 時に漁船を売却 した者 も多数

いた。先述の通 り,多 くの漁業漁師はサケだけでなく,サ ケと同じ漁法で捕獲できる

ニシンも商業的に捕獲 していたから,ラ イセンスと同時に漁船を放棄 した多 くの人々

は同時にニシン漁業からも退かざるを得なくなった。

まき網では,1つ のライセンスの放棄が最低5人 の漁師の失職 を意味する(3.2参

照)。 こうしてクワクワカワクゥの漁業漁師の人口は3割 弱程度にまで激減 したが,

この減少傾向は居住地域で均等に見られるわけではない。漁師人口比率には地域 ごと

に大 きな差があり,た とえば先述 した3つ の市町村では,キ ャンベル ・リバー地域に

住むほとんどの成人男性が今でも漁師であるのに対 し9),他 の2つ の地域では多 くの

男性が漁業から退いた。Aに よれば,ア ラー ト・ベイでの漁師人口の減少はとくに著

しく,ほ とんどの男性が漁業から撤退 したらしい10)。

こうした漁業漁師人口の減少に伴い,実 質上漁師のカテゴリーは2つ に分けられる

こととなった。つまり,漁 業(と 漁掛)に 従事する漁業漁師と,漁 業ライセンスを放

棄 し,い まや漁携 しかおこなえな くなった 「生業漁師」(foodfisherman)で ある。た

だし,後 者のなかにはライセンスと同時に漁船を売却 した者 もいるので,必 ず しもす

べての海産資源 を捕獲できるわけではない。それらの人々は,漁 船を利用 しなければ

捕獲できないサケ,オ ヒョウなどの漁掛はせず,潮 干狩 りでハマグリを獲るか,ド ッ

クから罠 を垂 らしてエビやカニを獲るしかないのである。

本稿 の依拠するデータがお もに漁業漁師であるAと その親戚の経済活動の参与観

察に基づ く以上,本 稿で記述 される 「クワクワカワクゥの経済活動」 とは,厳 密には

クワクワカワクゥ社会で約3割 程度にまで減少 した漁業漁師のそれに限定 される。 し

かし本稿の議論は,漁 業 をすでに引退 してしまった生業漁師たちにとってまったく無

関係だというわけではない。 これらの生業漁師(つ まり元漁業漁師)は,か つて漁業

に従事 し,そ こで漁の技能や漁師固有の道徳律を培ってきた者 として,み ずから潜在

的な漁業漁師だと自負 しているか らである。他方で現役の漁業漁師 も,現 にAが

2000年 急遽不足 したクルーを補 う目的ですでに引退 した友人 を呼び寄せている例

(5.3参照)に 窺えるように,生 業漁師たちを補欠的な漁業漁師とみなしているのであ

る。
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2.4年 間 の 活 動 パ タ ー ン

以 下 に提 示 す る ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師 の1年 の生 活 記 録 は,筆 者 が2000年 の 調 査

時 にAや 彼 と と もに活 動 す る ま き網 漁 師 た ち に 同 行 して観 察 した もの で あ る(図1)。

漁 業 と漁 携 活 動 に お い て,Aは 彼 の弟 た ちが 船 長 を務 め る他 の ま き網 漁 船3隻 と と も

に,つ ね に4隻 か らな る船 団 を構 成 して,互 い に近 接 した空 間 に お い て操 業 す る(た

だ し操 業 は各 漁 船 が 独 自 にお こ な う)。 彼 ら ま き網 漁 師 に と っ て,1年 の生 活 は ニ シ

ン とサ ケ を対 象 と した2度 の漁 業 シ ー ズ ンを軸 に営 ま れ る。 以 下,ニ シ ン漁 業 シ ー ズ

ンの記 述 か ら概 説 す る。

毎 年2月 末 に な る と,ニ シ ン漁 業 の た め の準 備 が 開始 され る 。Aな ど各 漁 船 の船 長

た ち は,親 戚 関係 に あ る男 性 た ち に電 話 を か け,ク ル ー登 録 の確 認 を とる。 登 録 され

た男 性 た ち は,シ ー ズ ンの 開始 前 に漁 業 会 社 に赴 き,ニ シ ン漁 に必 要 な漁 網 や ポ ンプ

を漁 船 に搭 載 す る。

3月 に 入 る とニ シ ン漁 業 シ ー ズ ンが始 ま る。 ニ シ ン漁 業 の オ ー プニ ン グll)は,3月

2日 の 「湾(Gulf)」 と呼 ば れ る海 域 バ ンク ー バ ー 島 東 岸 中部,ホ ー ン ビー 島 周 辺

で お こ な わ れ た もの と,16日 の 「ベ ラ ・ベ ラ(BellaBella)」 と呼 ば れ る海 域 で お

こな わ れ た もの の2回 が あ っ た(地 図2)。 こ れ ら2回 の オー プ ニ ング でAが 実 際 に

操 業 した の は,各1日 で あ っ た。 た だ し,キ ャ ンベ ル ・リバ ー か ら両 海 域 ま で の距 離

が 違 う以 上,そ れ ぞ れ の オ ー プ ニ ング で は フ ィ ッシ ング トリ ップ(出 航 し,漁 を お こ

な っ て か ら帰 港 す る まで の行 程)に 費 や され る 日数 に差 が 生 じる。1回 目の オ ー プ ニ

ン グ で 漁 場 とな っ た 「湾 」 は,キ ャ ンベ ル ・リ バ ー か ら も ニ シ ン を水 揚 げ す る ス

テ ィー ブ ス トン(Steveston,フ レー ザ ー 川 流 域 にあ る町)か ら も近 く,そ れ故 フ ィ ッ

シ ング トリ ップ に もわず か3日 が 費 や され た だ け で済 ん だ の に対 し,よ り遠 方 の 「べ

図1現 代 のクワクワカワク ゥの経済生活
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地 図2北 西海岸 と漁業上 の 日程 ・場所

ラ ・ベ ラ」 へ の フ ィ ッシ ング トリ ップ に は6日 も費 や され た。 この2回 を合 わせ,ニ

シ ン漁 業 で は実 質 の操 業 に2日 問,フ ィ ッシ ング トリ ップ全 体 に9日 間が 費 や され た

こ とに な る 。

ニ シ ン漁 業 が 終 わ る3月 末 か ら6月 下 旬 まで は い わ ゆ る オ フシ ー ズ ンで あ り,漁 師

た ち の活 動 は さ ま ざ まで あ る。 彫 刻 の才 が あ る者 は,仮 面 や トー テ ム ポ ー ル,カ ヌ ー

の製 作 に従 事 す る 。 あ る者 は クル ーザ ー の ナ ビゲ ー ター と して収 入 を得 る。 しか し現

在 もっ と も多 いパ ー トタイ ム の職 業 は,タ イ セ イ ヨウサ ケ の養 殖 場 に お け る労 働 で あ

る 。 か つ て こ の 労 働 は 船 長 以 外 の若 い ク ル ー だ け に担 わ れ て い た が,2000年 以 降,

養 殖 場 側 が漁 船 を利 用 した業 務 を用 意 した こ とに よ り,船 長 た ち も一 般 ク ル ー とは異
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な る形 で養 殖 場 労 働 に従 事 す る こ とに な っ た。 これ らの賃 金 労 働 以 外 で は,こ の時 期

に は オ ヒ ョ ウ,ユ ー ラ コ ー ン(北 太 平 洋 産 キ ュ ウ リ ウ オ 科 の 食 用 魚eulachon,

oolachenな ど と表 記),カ ニ,エ ビ を対 象 と した 漁携 が お こな わ れ る 。

毎 年7月 初 旬 か らサ ケ 漁 業 の シ ー ズ ン とな る。2000年 の場 合,Aら は7月4日 の

夜 に キ ャ ンベ ル ・リバ ー を 出航 し,漁 具 を搭 載 して か ら7月10日 の北 部 の オー プ ニ

ン グ初 日ま で にス キ ー ナ 川 河 口 周 辺 に到 着 した(以 下,地 図2参 照)。 以 後,7月 中

は北 部 の ナ ス 川 とス キ ー ナ川 河 口周 辺 に 滞在 し,基 本 的 に 「2日 操 業 一2日 休 息 」 と

い うサ イ ク ル を繰 り返 した。8月 に な る と,北 部 で ベ ニ ザ ケ が 期待 で き な くな る上 に

南 部 で の オ ー フ.ニング が近 くな る た め,Aは 徐 々 に南 下 を は じめ る。 そ して8月3日

と4日 に は,南 下 航 路 に あ る グ レ ン ビル海 峡 で カ ラ フ トマ ス漁 業 を お こ な っ た。 そ し

て南 部 で の オ ー プ ニ ン グ 日が7,8日 だ と発 表 され るや,ジ ョンス トン海 峡 に移 動 し,

この2日 間 ベ ニ ザ ケ漁 業 をお こ な っ た 。 こ れ が 終 わ る と,次 の オ ー プ ニ ング まで約1

週 問 あ る の で,Aら は一 度 キ ャ ンベ ル ・リバ ー に帰 港 した(キ ャ ンベ ル ・リバ ー か ら

ジ ョ ンス トン海 峡上 の 漁 場 まで は3時 間 で 行 き来 で きる)。 オ ー プ ニ ング は まだ 続 く

が,以 降 は水 揚 げ額 の高 いベ ニザ ケ の捕 獲 が 期 待 で きな くな る た め,こ こ で年 内 の操

業 を終 え る漁 船 もあ る。

帰 港 日 の翌 日に あ た る8月10日,Aら は 同 じ くジ ョ ンス トン海 峡 で,今 度 はベ ニ

ザ ケ 漁携 をお こ な っ た 。 漁 携 にお い て は あ らか じめ捕 獲 され る量 が 決 め られ て い る。

Aが 属 す ヌ マ イム の場 合,船 団 の船 長 た ち は彼 らの ヌ マ イ ムの 世 襲 首 長 に1,200尾 の

ベ ニ ザ ケ を捕 獲 す る よ う指 示 され て い た(こ の ヌ マ イム の 人 口 は約300 ,首 長 は彼 ら

の 父 で あ る)。 そ してAら は船 団 を率 い て わず か数 回 の投 網 で 予 定 量 を捕 獲 し(各 漁

船300,合 計1,200尾),そ の 日の うち に帰 港 した。

8月15,16日 はふ た た び 漁 業 の オ ー プ ニ ン グで あ る 。 この 頃 に は フ レー ザ ー 川 の

ベ ニザ ケが ジ ョ ンス トン海 峡 を通 過 しな くな る た め,対 象 は もっ ぱ らカ ラ フ トマ ス と

な る 。Aら は16日 の午 後9時 まで 操 業 し,翌 朝 水 揚 げ した 後 に帰 港 した 。 さ ら に そ

の1週 間 後 と な る22日 の オ ー フ.ニン グ に も,Aら は ジ ョ ンス トン海 峡 で カ ラ フ トマ

ス 漁業 をお こ な っ た 。 しか しこ の操 業 で は漁 獲 が な い に 等 しか っ た た め,翌23日 の

オ ー プニ ン グ に は操 業 せ ず に帰 港 した 。 この 後10月2日 の オ ー プ ニ ン グで シ ロザ ケ

漁 業 をお こ な っ て,Aら は漁 業 シ ー ズ ンを終 え た 。7月4日 に キ ャ ンベ ル ・リバ ー を

出航 して か ら10月2日 の シ ロザ ケ 漁 業 まで,サ ケ 漁 業 の た め の 実 質 操 業 日数 は22日

問,フ ィ ッシ ング トリ ップ は 合計47日 間 と な った 。

10月30日,同 じ くジ ョ ンス トン海 峡 にお い てAら は シ ロザ ケ を対 象 に漁 携 を お こ
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なった。ベニザケの時 と同様,Aの ヌマイムの世襲首長が予定量を1,200尾 と決めて

いた。そ してAは 船団を率いて,数 回の投網で予定量 を確保 し,そ の 日のうちに帰

港 した。

他方,8月23日 以後は漁業操業に携わる日数が急激に減少するため,彼 らはオー

プニング以外の日にはオフシーズンの労働に戻っている。つまり,彫 刻家は仮面など

をつくり,養 殖場で働 く者は養殖場へ戻る。船長 らもまた養殖場労働を再開し,漁 業

オープニングのときだけ漁船を操業する。また,秋 にはハマグリ採集,エ ビ,カ ニ,

ニシンを対象 とした漁携がおこなわれ,か つ松茸採集によって臨時の現金収入が得 ら

れることもある。こうしてクリスマスから正月にかけての 「クリスマス休暇」の期間

をのぞき,人 々はオフシーズンの活動に従事 し,2月 になるとふたたびニシン漁業の

準備にとりかかるのである。

3漁 業

3.1漁 法

現在ほとんどのクワクワカワクウの漁業漁師にとって,商 業捕獲の対象はニシンと

サケである。ただし後者のうちギンザケとマスノスケは,ス トックの激減のため禁漁

になっている。また,サ ケの稚魚の棲息地を保護する目的から,ニ シンだけでなくサ

ケの捕獲 も海域でしか認められていない。漁法 としては,刺 し網,ま き網のほか,サ

ケに限りトロールが許可 されている。

筆者はまき網漁船に乗船 したため,こ こではまき網の行程を紹介する。北西海岸の

まき網は,漁 船のほかに1艘 のスキフ(小 型ボー ト)を 利用する。投網時には,ス キ

フに漁網の一方の端 を結び,ス キフを固定 した上で,漁 船が直進することで漁網を拡

げる。そ して約20分 放置 した後に漁船を旋回させ,網 の上辺を円状に閉 じて魚群を

囲い込む。あとは網の底 を巾着状に持ち上げつつ閉じ込んで,網 内の魚を漁船の甲板

にあげていく。

ただし,同 じまき網 とはいえ,ニ シンとサケでは漁具 とその他の装備や操業行程に

多少の違いがある。ニシンの場合,ま ず体長が小 さいので目の多い(細 かい)漁 網が

使用 される。また,魚 群探知機を使って一度に大きな魚群を囲い込むため,1回 の投

網で数十 トンか ら100ト ンのニシンを獲ることがで きる。 したがって,1日 の労働

は,朝 に魚群探知機で見つけたニシン群を捕 らえるために一度だけ投網 し,あ とはポ
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ンプでニシンを引 き上げる作業を夕方までかけておこなうものになる。朝に魚群探知

機で魚群を探 し,投 網 してから網をとじ込むまでの作業はあわただしいが,一 度網を

閉じてからニシンを船内に引 き上げる作業 は比較的ゆった りしている。そのためか,

ニシン漁の操業光景は比較的和やかにみえる。ただし,引 き上げるニシンは数十 トン

もあるわけだから,漁 網を引 き上げたりポンプを固定 したりする作業は単純ではある

が力仕事になる。次項で述べる4名 の正規のクルー以外に,船 長はこれらの単純な力

仕事をこなす要員 として,経 験を問わずにできるだけ多 くの男性を漁につれていく。

他方でサケの場合,比 較的目の少ない(粗 い)漁 網を使用する。魚群探知機は使わ

ず,船 長は自身のポイントやサケのハネ(水 面から跳ね上がる行動)を 目撃 したとこ

ろに投網 していく12)。もっとも市場価値が高 く,そ れゆえ漁師たちが捕獲の第一の対

象 としているベニザケの例をとると,一 度の投網で得 られる尾数は平均43尾 程度 し

かない(そ の他の種類 を含めると170尾 くらいになる)。 したがって,多 くの漁獲を

得 るにはで きるだけ多 くAは1日15回 を理想 としている 投網する必要があ

る。各行程の作業はニシンのそれと比べれば重労働ではないが,ク ルーたちはニシン

漁以上に熟練の技能を求められ,よ り長時間 現在なら朝の5時 から夜の10時 頃ま

で 現場で拘束される(そ の間ほとんど休憩はとれない)。 なお,サ ケ漁業のフィッ

シング トリップは長期にわたるため漁船の寝台数以上にクルーを乗せることができな

いこと,漁 の行程においては熟練の技能が要求 されることから,船 長は経験を積んだ

者 しかクルーにしない。

3.2ク ル ー集 団の構 成 とそ の特 徴

ニシンとサケではまき網のクルー構成が多少異なるが,そ れでも船長,技 師,ド ラ

ム操縦者,ス キフ操縦者(そ れぞれ1名)は いずれの場合にも必要 となる。ニシン漁

業の場合,こ のほか多数の甲板雑務者がおり,漁 網の引 き上げやポンプの固定などの

単純 な力仕事 をこなすことになる(図2-a)。 他方でサケ漁業の場合には,上 記4名

のほか,ス キフ側の漁網の端を陸上の樹木などに固定するためのクルー(以 下,英 語

の呼称tie-upに ならいタイアップ)を 含めた5名 が最低限必要な正規のクルーとなる

(図2-b)。 サケ漁業ではほかに1,2名 の甲板労働者や調理師がいるといっそう作業

が円滑におこなえるが,こ れらのクルーは必ず しも必要 とは考えられていない。この

ように,ニ シン漁業に比べると,サ ケ漁業の操業は5名 という限られたクルー各々の

熟練の技能に大 きく依存 したものとなっている。

漠然 とではあるが,ク ルーはみずからのクルー職に要求 される技能を身体的なワザ
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図2ニ シン,サ ケ漁業時のクルー編成とその序列
(実線枠は正規のクルー,破 線枠は正規でないクルー)

の要素 と知的(漁 の知識に関する)要 素に区分 している。そして,相 対的に後者の比

重が大 きく要求 されるほど,そ のクルー職の技能は高度だとみなす傾向がある。 これ

にしたがうと,も っとも高度な技能を要求 されるのは船長 ということになる。船長の

身体上の動作は単純 操舵室でハン ドルを操作 し,他 のクルーに合図を送るために

腕 を回す であるが,そ の反面,船 長には漁場 を決定 し,潮 の流れから漁網や各種

の縄 を結んだり解いたりするタイミングを指示するための複雑かつ多様な知識が求め

られるからである。

船長および機器に関する特殊な知識を必要 とする技師以外のクルーのうち,技 能程

度がもっとも高いとみなされるのは ドラム操縦者である。彼の身体的動作 も単純であ

る ドラムを回転させるレバーを上げ下げすればいい。 しか しこのクルー職に就 く

人物には,漁 場の位置から海底の地形を把握する知識(お もに漁網を巻 き取る際に網

が拾いやすい木切れ,石,ク ラゲなど操業上の障害物を事前に予測するため)や,つ

ぎの投網時に網が絡 まらないよう幅5メ ー トルの ドラムに均等に網を巻 くための知識

が求められる。まき網でもっとも多い トラブルは漁網の破損であり,そ の修復には最

低でも1,2回 の投網 を犠牲にしなければならない(漁 網の破損は見つか り次第す ぐ

修復 される)。彼らが1日 に15回 の投網を理想 とすることを考えると,漁 網の破損 と

修復が操業上の大 きな痛手になることは想像に難 くない。だからこそ,ド ラム操縦者
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が海底の地形を的確に予測 し,網 の破損を事前に防ぐことが重要になるのである。こ

のように責任の重大な ドラム操縦者には,次 期船長候補 と目されるほど経験を積んだ

人物が選ばれる。

ドラム操縦者に次いで熟練 とみなされるクルーはタイアップである。サケ漁の仕掛

けには,ス キフ側の漁網の端を陸上の樹木に固定するビーチセットとスキフが海上で

固定するオープンセットがあるが,タ イアップはビーチセット時に漁網の端を陸上の

樹木に結んだ り解いた りするクルーである。船長や ドラム操縦者 と比べると,タ イ

アップというクルー職に求められる技能の知的要素の比重は大 きくない。 しかしタイ

アップに求め られる身体的なワザはかな り高度だとみなされている。漁網の放置時,

網は漁船によって強大な力で引っ張 られているから,そ れを解 くときのしなりはかな

りのものになる。 したがって,タ イアップはこのしなりを最小限にとどめる結び方 と

解 き方を体得 していなければならないのである。

これらのクルーと比べて,ス キフの操縦者は船外機を使えれば事足 りるため,あ ま

り経験を問われることはない。事実,男 子が新参者 としてサケ漁のクルー集団に入る

場合には,必 ずスキフ操縦者 として配置 される。

一般に
,上 述 したもの以外の甲板雑務は,ニ シン,サ ケ漁業 ともにほとんど経験の

ない初心者がおこなう(こ うした甲板雑務者は,サ ケ漁業では必ず しも必要ではない

が)。 しかしサケ漁業においては,ク ルーの雇用に余裕がある場合,ド ラムやスキフ

の操縦にいたるすべてのクルー業務をこなせるほどの経験者を乗船 させ,甲 板業務す

べての補佐をさせることもある。

彼 らの技能の学習方法や操業時間内外における生活は,次 の3つ の点で徒弟的だと

いえる。第一に,徒 弟集団には 「親方一弟子」あるいはより細分化 された序列が存在

す るものであるが,ク ルー集団のなかでも同様の序列が見られる点である。すなわ

ち,ク ルーはそれぞれに求められる技能の熟練度に応 じて,船 長,ド ラム操縦者,

(もし乗船 していれば)甲 板労働者,タ イアップ,ス キフ操縦者,(も し乗船 していれ

ば)甲 板雑務者 とい う順 に序列化 されているのである(図2)。 なお,機 器の整備に

関する特殊な知識を持つ技師と調理師はこの序列には組み込まれない。

多 くの男子は幼少の頃から夏を漁船上です ごし,サ ケ漁の行程 を観察 しているの

で,あ る程度の甲板雑務が こなせるようになるが,彼 が クルー集団の正式な新参者 と

して認められるのは16歳 になってサケ漁業のスキフ操縦者になったときである13)。

それと同時に,こ の新参者はクルー集団では最下位なが らも 「一人前」の漁師とみな

される。 こうして 「一人前」の漁師になった彼は,さ らなる新参者の加入があるとタ
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イアップ,つ いで ドラム操縦者 というように,段 階的に階梯を昇る。 こうした下位か

ら上位(あ るいは周辺から中心)へ の移行は,当 然なが らクルーたちの階梯 と技能の

段階的一致 を導 く。クルー集団においては,上 位(あ るいは中心)に 移行すればする

ほど,ク ルーが集団において果たすべ き責任 と役割が増える。しか しそれと同時に,

上位に移行 してはじめてアクセスが許 される諸特権 もある。各クルーにとっては,こ

れらの特権へのアクセスを得ることが,階 梯を昇ろうとする,つ まりは技能を向上 さ

せ ようとする1つ の動機付けとなっている。

第二に,徒 弟制においては技能の習得が しばしば言語を用いた教育によらず,観 察

と模倣(あ るいは 「実際にやってみること」)か らなる学習を通 してなされるといえ

るが(レ イヴとウェンガー1993:76;福 島2001:72-73),こ れ もサケ漁のクルー集団

に当てはまる。クルーの学習のなかで唯一対面的な教授法が見 られるのはスキフ操縦

者がタイアップの仕事(縄 を結び,解 く作業)を 会得する段階であり,そ れ以外はす

べて観察 操舵室での船長 との雑談,み ずからの試行錯誤を伴 う作業から技能を学習

していかねばならない。

第三に,徒 弟集団においてある技能を学習する場合にそれ とは無関係に見える挨

拶や掃除の仕方など生活全般に関することにまで学習が及ぶことがあるが 福島

(2001:71-72)は 徒弟制のこうした特徴 を 「全人格的な学習」 と呼んでいる,こ

の 「全人格的な学習」もクルー集団のなかに確認で きる点である。フィッシング ト

リップ中,新 参のクルーたちは掃除,食 器洗いの仕方などを先輩たちか ら指導され

る。これらの作業 を通 して,彼 らは漁船での生活に特有の特殊な水の使い方を学ぶだ

けでなく,水 の貴重 さを感じ取ることができる(実 際漁船では淡水が不足する事態が

しばしば起こる)。 さらに,労 働 とは無縁の生活態度 にまでおよぶクルーのこうした

全人格的な学習 を通 じて,各 クルーたちは漁師として,か つクルー集団の一員 として

のアイデンティティを否が応にも構築 していくことになる。

3.3ク ル ーの雇 用Aの 漁船 のサ ケ漁業 操業

前項で見たように,漁 業 とくにサケ漁業の操業には,各 クルーの高度な技能が不可

欠となる。では,ク ワクワカワクゥの船長たちは,高 度な技能を持つクルーをいかに

獲得するのか。以下ではサケ漁業時におけるAの 例年(1990年 代)の クルー雇用に

ついて紹介する。

船長であるAは44歳(以 下,ク ルーの年齢はすべて2000年 当時)で ある。彼は,

9歳 の頃から祖父の漁船で働きはじめ,高 校に通 う時分にタイアップになった。高校
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卒 業 後,彼 は 医 者 を 目指 して カ レ ッジ(専 門 学校)に 入 学 したが,1年 も しない うち

に 中 退 して専 業 の 漁 師 に な っ た。 以 後,19歳 で 船 長 に な る まで,ク ル ー長 と して 甲

板 業 務 を して い た。

1990年 頃 か ら2002年 まで,こ の 漁 船 で は ロ シ ア人 の技 師 が 雇 わ れ て い た。 こ の人

物 は,技 師 に もっ と も不 可 欠 と され る機 器 の整 備 に お い て豊 富 な知 識 と卓 越 した技 能

を 持 っ て い た が,過 度 の飲 酒 の せ い で 解 雇 さ れ た。2003年 現 在,新 た に ニ ュ ー ・

フ ァ ン ドラ ン ド州 出 身 の ヨー ロ ッパ系 カ ナ ダ人 が 技 師 と して雇 わ れ て い る。

ドラム操 縦 者 に は,通 常Aの 長 男B(25歳)が 配 置 さ れ る。Bは16歳 で 高 校 を退

学 してす ぐに漁 師 に な っ た。 彼 の退 学 に対 し,漁 師 に な る の に学 歴 は必 要 な い と考 え

るAは 何 も文 句 を い わ な か っ た ら しい 。 ス キ フ操 縦 者,タ イ ア ッ プ を経 て ドラ ム操

縦 を任 さ れ る よ う に な っ たBは,2003年 船 長 に な る 資格 を得 た 。Aに よれ ば,彼 は

2004年 か ら船 長 にな る。

Aの 漁 船 で は,ド ラ ム の操 縦 か らス キ フ の操 縦 ま です べ て の業 務 を こ なせ る 甲板 の

ク ル ー が 乗 船 す る。 こ の任 務 に就 くの はAの 次 男C(22歳)で あ る。 高 校 に在 学 し

て い た16歳 の 頃 に ま ず ニ シ ン漁 業 の 調 理 師 兼 甲板 雑 務 者 と して 漁 に参 加 したCは,

17歳 の と きにBと 同様 高 校 を退 学 して サ ケ 漁 業 の タ イア ッ プ に な っ た 。 以 後,タ イ

ア ッ プが つ ぎ に紹 介 す るDに 担 わ れ る よ うに な っ て 以 来,Cは 甲板 業 務 全 体 の 補 佐

を任 され て い る 。Cは ドラム 操 縦 者 に昇 格 す る に足 る十 分 な技 能 を持 っ てい るが,兄

のBが ま だ船 長 に昇 格 で きな い た め,甲 板 業 務 に 甘 ん じて い る の で あ る。 た だ しB

が 船 長 に な る2004年 か ら,Cは ドラ ム操 縦 者 に昇 格 す る はず で あ る。

タイ ア ッ フ.はAの 養 子D(25歳)で あ る。 中 学 生 の時 にAに 養 取 され た ヨ ー ロ ッ

パ 系 カ ナ ダ 人 のDは,Aの 実 子 と違 っ て 中学 ・高 校 在 学 時 の 夏 を 漁 船 です ごす 必 要

が な か っ た だ け で な く,半 ば 強 制 的 に 漁 師 に させ ら れ る こ と もな か っ た。 高 校 卒 業

後,彼 は ナ ナ イ モ に 出稼 ぎ に 出 て い た が,20歳 に な っ て か らは シー ズ ン中 に 限 っ て

自主 的 に ス キ フ操 縦 者 と して携 わ る よ う に な っ た 。 そ して後 述 す るEが 漁 師 に な る

とい う と きに,タ イ ア ップ に昇 格 した。

ス キ フ操 縦 者 で あ るE(29歳)は,Aの 妻 方 オ イ で あ る 。Eは 母 親 とア ルバ ー タ州

に住 ん で い た が,20代 半 ば に母 の姉(Aの 妻)を 頼 っ て キ ャ ンベ ル ・リバ ー に引 っ

越 して きた 。 した が って,Eの 漁 師経 験 は,彼 が キ ャ ンベ ル ・リバ ー に引 っ越 して か

らの3か ら4年 しか な い。

この ほ か,サ ケ漁 業 シ ー ズ ンに 限 り,Aの 妻 が 調 理 師 と して毎 年 乗 船 して い る。 ま

た,ニ シ ン漁 業 に お い て はAの オ イ(姉 妹 の息 子 た ち)が 甲板 雑 務 に召 集 され る。
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